
入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和７年３月５日 

記 

 

１ 一般競争入札に付する事項    

 （１）入札名称（件名） 

    令和７年度封筒作成業務 

 （２）仕様その他明細 

    仕様書による。 

 （３）履行期間 

    令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないも

のであること。 

（２）岐阜県入札参加者名簿（建設工事以外）に登録されている者であること。 

 

３ 入札手続等に関する事項 

 （１）担当課 

    岐阜市下奈良２丁目２番１号 岐阜県福祉・農業会館 ５階 

    岐阜県国民健康保険団体連合会 総務課 総務係 

            電話：０５８－２７５－９８２０ 

 （２）仕様書等の交付期間及び交付場所 

    入札参加希望者は、下記において仕様書等の交付を受けること。 

    ア 交付期間 令和７年３月５日（水）から令和７年３月１３日（木）までの 

           午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く） 

    イ 交付場所 岐阜市下奈良２丁目２番１号 岐阜県福祉・農業会館 ５階 

           岐阜県国民健康保険団体連合会 総務課 総務係 

                   電話：０５８－２７５－９８２０ 

 （３）入札日時及び場所 

       ア  日時 令和７年３月１４日（金）午前１０時３０分 

    イ  場所  岐阜市下奈良２丁目２番１号 

                 岐阜県福祉・農業会館 ５階 国保連合会会議室（北側） 

（４）開札日時及び場所 

        入札終了後直ちに（３）のイの場所において行う。 

  



（５）入札方法等に関する事項 

    ア 入札は、総価で行う。 

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法第２８条第１項及び

第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定（消費税等の

率が改正された場合、改正後の消費税等の率）により算出した額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、消費税を除いた金額を入札書に記載するこ

と。 

ウ 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合

には、入札前に委任状を提出するものとする。 

（６）落札者の決定方法・最低限度価格の有無 

       ア  落札者の決定方法 

           予定価格の制限の範囲内にて最低の入札書記載金額をもって入札した者を落札者

とする。落札者となるべき者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定する。 

イ  最低限度価格の有無 

          無 

（７）入札の無効 

本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽

の申請を行った者のした入札 

（８）入札又は開札の中止による損害に関する事項 

天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、これ

を中止する。この中止による損害は、入札者の負担とする。 

 （９）落札無効 

落札者は、落札の通知を受けた日から原則として１週間以内に契約を締結しなければ、

その落札は、無効とする。 

 （１０）再度入札 

    ア 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないと

きは、直ちに再度入札を行う。 

    イ 再度入札をしても落札者がいないときは、入札をやめることがある。この場合、

異議の申立てはできない。 

 

４ その他 

 （１）入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 （２）契約書作成の要否 

        要 

 （３）郵便又は電信による入札は、認めない。 

 （４）談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表するこ



とがある。 

 （５）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の

締結をしないことがある。 

    なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 

 （６）入札等に関する質疑がある場合には、上記３（２）の交付担当課へ連絡のうえ、令和

７年３月１３日（木）正午までに書面にて問い合わせを行う。 

    なお、仕様書及び入札等に影響する内容である場合は、質疑・回答について、すべて

の入札参加希望者へ連絡を行う。 

 （７）詳細は、仕様書による。 


